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秋田大学教育文化学部専門教育科目に係る成績の評語に関する内規

第１条 秋田大学教育文化学部（以下「本学部」という。）の専門教育科目に係る成

績の評語については，本学部規程第９条に定めるもののほか，この内規の定めると

ころによる。

第２条 成績評語は，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの評語をもって表記することとし，Ｓ，Ａ，

Ｂ，Ｃを合格とし，Ｄを不合格とする。

２ 評価の基準は１００点を満点としたときに，それぞれ以下の基準による。

Ｓ：９０点以上（合格）

基本的な目標を全て達成し，多くの点で上回っている。

Ａ：８０点以上９０点未満（合格）

基本的な目標を全て達成し，いくつかの点で上回っている。

Ｂ：７０点以上８０点未満（合格）

基本的な目標を全て達成している。

Ｃ：６０点以上７０点未満（合格）

基本的な目標をほぼ達成している。

Ｄ：６０点未満（不合格）

基本的な目標を達成していない。

※基本的な目標とはシラバスで設定されている目標を指す。

第３条 前条第２項の点数は試験の素点を指すものではなく，筆記試験，レポート，

作品，授業への参加態度，出席状況等による複数の評価材料を総合して算出した点

数を表すものとする。

第４条 「成績単位修得表」等の成績を表示する文書には，評語により成績を記載す

る。

附 則

この内規は，平成１９年２月９日から施行する。

附 則

この内規は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この内規は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この内規は，平成２６年４月１日から実施する。


